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定住自立圏構想 推進に向けた定住自立圏構想の推進に向けた
総務省の取組について総務省 取組
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～ どの地域からでも成長できる日本へ ～どの地域からでも成長できる日本へ
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１ 「緑の分権改革 推進プラン１．「緑の分権改革」推進プラン

～ 地域からの成長戦略 ～
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地域の将来に安心と活力を与える成長戦略 １

○ 日本の総人口は、今後３０年間で急速に減少する見込み。三
大都市圏も地方圏も人口が減少する「過密無き過疎」の時代が大都市圏も地方圏も人 が減少する 過密無き過疎」の時代が
到来。少子高齢化も急速に進行し、とりわけ地方圏の将来は極
めて厳しい。

○ その中にあって、地域主権の確立、低炭素社会への転換、地
域の成長が喫緊の課題

「地域の自給力と
１９９５ ２００５ ２０３５

△13％＋2％

域の成長が喫緊の課題。

人口

創富力を高める
地域主権型社会」
への転換が必要

12,777万人

6,419万人

12,557万人

6,165万人

・ 全国

・三大都市圏

11,068万人

5,888万人

△13％

△8％

＋2％

＋4％

への転換が必要6,419万人

6,358万人6,392万人・地方圏 5,180万人△△１９１９％％△1％

2,567万人1,826万人 3,725万人
＋４５％＋４５％＋４１％＋４１％高齢者人口
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「緑の分権改革」の推進による地域の成長 ２

現 状

大都市
海

改革後
大都市
海 外

大規模エネルギー供給

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用

の
強
化

定
住
自

構
想
の

海 外
大規模エネルギー供給

・・・

大規模エネルギ 供給
・・・

共 存

用

緑
の

自
立
圏

の
推
進

地 域

地域の自給力と創富力による成長

資金人の
分
権
改
革

地 域 資金人

革

人 資源 資金
過
疎
地
域

自
立
・
活

流 出
歴史

地 域

域
等
の

活
性
化

歴史

伝統

文化

食料

郵
政

クリーン
エネルギー

政
改
革

（分散自立型・地産地消型社会へ）
4



地域力を高め､成長をはかる３つの柱 ３

１．「緑の分権改革」の推進

それぞれの地域資源（豊かな自然環境、再生可能なクリーンエネルギー、安全で豊富
な食料、歴史文化資産、志のある資金）を最大限活用する仕組を地方公共団体と市民、
ＮＰＯ等の協働・連携により創り上げ、「絆」の再生を図ることにより、 「地域から人材、資
金が流出する中央集権型の社会構造」を「地域の自給力と創富力を高める地域主権型
社会」へと転換

２．「定住自立圏構想」の推進

「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の環境、歴史、文化、食料生産などの機能で「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の環境、歴史、文化、食料生産などの機能で
相互に役割分担し、定住の受皿を形成するとともに、「緑の分権改革」の考え方に沿って、
地域の自給力と創富力を広域的に高めていく取組を支援

３．過疎地域などの条件不利地域の自立・活性化の支援

広域的な連携がしにくい過疎地域についても、「過疎地域こそ日本の原点」との認識
のもと、国土を保全し、生産機能を守り、安心して暮らせる地域に再生することより、地
域の自給力と創富力を高めていく
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４「緑の分権改革」の推進

１．緑の分権改革推進本部の設置
省内横断的な推進体制の整備（平成21年12月15日）。

２．平成２１年度の取組２．平成２１年度の取組
緑の分権改革の推進のための基礎的条件整備として、自治体からの提案をもとに、地域

におけるクリーンエネルギー資源の賦存量の調査とフィージビリティ調査、固定価格買取の
仕組みや住民共同出資の活用等も含めた事業化方策についての先行実証調査を全国的仕組みや住民共同出資の活用等も含めた事業化方策に ての先行実証調査を全国的
に展開（第2次補正予算）。

３．平成２２年度の取組

①研究会の設置①研究会の設置

２のクリーンエネルギー資源の調査の状況、②の先行的な取組を実施する市町村による
調査の状況も踏まえ、緑の分権改革を推進していくための課題・対応策等について検討。

②先行的な取組についての委託調査事業②先行的な取組についての委託調査事業

エネルギー、食料等の可能な限りの域内生産を推進するとともに、歴史文化資産はじめ

地域資源を最大限活用し、地域の自給力と創富力を高める取組みを、先行的・総合的に実
施する市町村を募集し、委託調査を実施。施する市町村を募集し、委託調査を実施。

４．平成２３年度以降の展開
平成２１年度及び平成２２年度における調査・研究結果、先行実施市町村の検証・提言

等を広く都道府県、市町村はじめ関係者に周知するとともに、国として、広報・啓発にあわ
せて、規制緩和や必要な法整備などにより支援策を講じていくことにより、緑の分権改革を
積極的に推進。 6



5（参考）太陽光発電設備の整備費の回収の補てん方式

デ東近江モデル

※水色部分の補てん部分は地域限定期間限定通貨
（商品券など）で発電事業者に支払われるものとします。（参考）
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「定住自立圏構想」の推進 ６

１．基本的考え方 ～都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしく～
基礎的自治体である市町村の創意工夫により、「中心市」の都市機能、「周辺市町村」 の環境、

歴史、文化、食料生産などの機能、それぞれの魅力を活用して、相互に役割分担。

２．定住自立圏における取組例
住民が安心して暮らせる地域の形成（医師派遣体制の構築による地域医療体制の充実等）

圏域ごとに生活機能などを確保し、地方圏における定住の受け皿を形成

・住民が安心して暮らせる地域の形成（医師派遣体制の構築による地域医療体制の充実等）

・個性を生かした内需主導型の地域産業創出（農商工連携による地域ブランド開発、観光

資源連携による広域観光ネットワークの形成等）

都市住民の地方圏への移住受入れ（共同での空き家バンク構築等による移住促進）・都市住民の地方圏への移住受入れ（共同での空き家バンク構築等による移住促進）

３．関係各省の支援策
・政府は、市町村の自主的な取組に資するよう情報提供。政府は、市町村の自主的な取組に資するよう情報提供。

・関係府省が連携し、下記の支援策を実施。

○○ 総務省の支援（地方交付税）

・ 包括的財政措置（中心市4,000万円 周辺市町村1,000万円を基本に算定）
・ 外部人材の活用に対する財政措置（１市町村あたり３年間、700万円上限） 等

○ 関係各省の支援（事業の優先採択等）

（参考）平成２１年１２月１８日現在の市町村の取組状況（参考）平成２１年１２月１８日現在の市町村の取組状況
・４０市が「中心市」として圏域の中核的役割を果たす旨を宣言済み。
・上記のうち、周辺市町村との協定締結等により、１４の圏域で定住自立圏が形成済み。8



過疎地域などの条件不利地域の自立・活性化の支援

基本的考え方

７

１．基本的考え方
○ 過疎地域等は、都市部の災害防止、水源の涵養、安心・安全な食料の供給、森林による
二酸化炭素の吸収など、都市部を支えている。

○ 一方 人口減少 高齢化 身近な生活交通の不足 医師不足 維持が危ぶまれる集落の○ 方、人口減少、高齢化、身近な生活交通の不足、医師不足、維持が危ぶまれる集落の
問題など、多くの課題が存在。

条件不利地域と都市が共生する、日本型の共生社会を実現する必要

２ 取組内容

都市部を含めた国民全体の安心・安全な生活を確保する必要

２．取組内容
○ 現行過疎法（議員立法）の失効後（平成２１年度末）の対応については、地域の自給力と創富力
を高める新たな取組も含め、切れ目のない過疎対策を講じつつ、抜本的な対策について検討を
進める進める。

○ 条件不利地域の自立・活性化への支援を着実に推進していく。

・ 地域医療提供体制の確保

・ モデルプロジェクトによる遠隔医療の推進モデルプロジェクトによる遠隔医療の推進

・ デジタル・ディバイドの解消（ブロードバンド、携帯電話）

・ 集落の維持・活性化対策（「集落支援員」による集落点検の促進 等）

・ 都市から地方への移住・交流の促進都市から地方への移住 交流の促進

（移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）や関連ＮＰＯ法人との連携、 空き家活用による Ｕ・Ｉ ターン促進対策 等） 9



定住自立圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要

地域住民の生活実態や ズに対応し圏域ごとにその生活に必要な機能を確保して地域住民の生活実態やニーズに対応し圏域ごとにその生活に必要な機能を確保して、
地域住民の生命と暮らしを守る取組を支援するため、定住自立圏共生ビジョンを策定
した中心市及びその周辺市町村の取組に対して財政措置を講じる。

平成２２年度地方財政措置
一般行政経費（単独） １００億円程度

地域活性化事業債 ６００億円の内数など

平成 年度政府予算案 地域 利活用広域連携事業 億円の内数

１．中心市及び周辺市町村の取組に

関する包括的財政措置（特別交付税）

４．民間主体の取組の支援に対する財政措置
（１）民間への融資等を行うファンド形成に関する財政措置

平成２２年度政府予算案 地域ＩＣＴ利活用広域連携事業 ８２億円の内数

・ファンド形成に一般単独事業債を充当（９０％）、

償還利子の５０％に特別交付税

（２）ふるさと融資の融資限度及び融資比率の引き上げ

５ 個別の施策分野における財政措置

・中心市については、１市当たり年間4,000万円程度を基本
として、人口、面積等を勘案して上限額を算定

・周辺市町村については、１市町村当たり年間1,000万円を
上限

２．地域活性化事業債の充当

５．個別の施策分野における財政措置

（１）病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置

・病診連携等の事業に要する市町村の負担金に対する特別交付

税措置（措置率０．８）

（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の拡充
・圏域全体で必要不可欠なインフラ整備に対し、地域活

３．外部人材の活用に対する財政措置
（特別交付税）

（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の拡充

・措置率０．６→０．８

６．定住自立圏の形成に対応した辺地度点
数の算定要素の追加

圏域 体 要 欠 ラ 備 、 域活
性化事業債を充当。

（特別交付税）
数の算定要素の追加

７．情報通信技術の利活用に対する支援
・圏域外における専門性を有する人材の活用に対して、
上限７００万円、最大３年間の措置。

・辺地度点数の積算に当たって中心市までの距離を算定可能
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